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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則（※） （自然保護課取扱い）１

○鹿児島県自然環境保全条例施行規則の一部を改正する規則（※） （自然保護課取扱い）１

県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年３月31日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第42号

県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則

県立自然公園条例施行規則（昭和33年鹿児島県規則第112号）の一部を次のように改正する。

第８条第２項各号列記以外の部分中「書類」の次に「（運輸施設に関する公園事業にあつて

は，第４号に掲げる書類を除く。）」を加える。

第17条第20号中「電話線又は」を「電話線若しくは」に改め，同条第22号中「設備を」を

「工作物（当該電柱の色彩と同等と認められない電柱の支柱を除く。）を新築，」に改め，同条第

25号中「防除」の次に「若しくは当該防除に係る調査」を加え，同条第25号の３中「ために」

を「目的で」に，「柵又は」を「柵，」に改め，同条第65号中「こと」の次に「（正当な理由が

なくて行う場合を除く。）」を加え，同条第68号中「森林」の次に「，牧野，草原若しくは農地」

を加え，同条第70号中「防除」の次に「又は当該防除に係る調査」を加え，同条第125号中

「第３条」を「第３条第１項」に，「第20条」を「第21条第１項」に，「不定期航路事業の届

出をした者」を「旅客不定期航路事業の許可を受けた者，同法第22条第１項の規定により一般

不定期航路事業の登録を受けた者」に，「第21条」を「第23条第１項」に，「旅客不定期航路

事業の許可を受けた者」を「貨物専用不定期航路事業の届出をした者」に改め，同条第133号

中「の規定による」を「に規定する実施計画に従つて実施する」に改める。

第20条の６第３項第１号中「以上」を「程度」に改める。

附 則

１ この規則は，公布の日から施行する。

２ 海上運送法等の一部を改正する法律（令和５年法律第24号。以下「改正法」という。）附則

第３条第２項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合に

おいては，その者を海上運送法（昭和24年法律第187号）第21条第１項の許可を受けた者と

みなして，改正後の県立自然公園条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）第17条第

125号の規定を適用する。

３ 改正法附則第６条第５項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むこと

ができる場合においては，その者を改正法第３条の規定（改正法附則第１条第５号に掲げる

改正規定を除く。）による改正後の海上運送法第22条第１項の登録を受けた者とみなして，改

正後の規則第17条第125号の規定を適用する。

…………………………………………………

鹿児島県自然環境保全条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

鹿 児 島 県 公 報
令和８年３月31日（火）第706号の14
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令和８年３月31日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第43号

鹿児島県自然環境保全条例施行規則の一部を改正する規則

鹿児島県自然環境保全条例施行規則（昭和49年鹿児島県規則第10号）の一部を次のように改

正する。

第19条第16号ク中「第３条」を「第３条第１項」に，「第20条」を「第21条第１項」に，

「不定期航路事業の届出をした者」を「旅客不定期航路事業の許可を受けた者，同法第22条第

１項の規定により一般不定期航路事業の登録を受けた者」に，「第21条」を「第23条第１項」

に，「旅客不定期航路事業の許可を受けた者」を「貨物専用不定期航路事業の届出をした者」

に改める。

附 則

１ この規則は，公布の日から施行する。

２ 海上運送法等の一部を改正する法律（令和５年法律第24号。以下「改正法」という。）附則

第３条第２項の規定により引き続き小型船舶旅客不定期航路事業を営むことができる場合に

おいては，その者を海上運送法（昭和24年法律第187号）第21条第１項の許可を受けた者と

みなして，改正後の鹿児島県自然環境保全条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）第

19条第16号クの規定を適用する。

３ 改正法附則第６条第５項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むこと

ができる場合においては，その者を改正法第３条の規定（改正法附則第１条第５号に掲げる

改正規定を除く。）による改正後の海上運送法第22条第１項の登録を受けた者とみなして，改

正後の規則第19条第16号クの規定を適用する。
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